
工 事 場 所

工 期

随意契約理由

至

新館（平成6年建築）設置のエレベーター更新工事（部分リニューアル）　一式

令 和 8 日年 8 月

契 約 金 額

31

月 10令 和自

住　所

日

34,650,000 円

年7 11

分令 和 7

工 事 名

契約の相手方

9

東芝エレベータ株式会社東北支社　 支社長　石田　竜治

鉄の歴史館エレベーター更新工事

時

宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目2番3号

氏　名

見　積　結　果　報　告　書

釜石市大平町3丁目12番7号

見積日時・場所 年 11

本工事は、既設設備の一部を残した方法「準撤去リニューアル」により改修をす
る更新工事である。
既設設備との整合を図り、性能を確保するためには、既設設備のメーカーである
必要があることから、地方自治法第167条の2第1項第2号の規定に基づき、当該
事業者を選定し随意契約するものとする。

第４庁舎３階
会議室

工 事 概 要

月 6 日 30



43,110,000予 定 価格 （税 抜）

決 定 価格 （税 抜）

20

円

31,500,000 円
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31,500,000
決
定

1
東芝エレベータ㈱東
北支社

〇

業　　者　　名

出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説

見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目


